
 

国見町乳児等支援給付認定に関する規則をここに公布する。 

 

  令和 8 年 3 月 13 日 

 

                      国見町長 村 上 利 通 

 

 

国見町規則第 10号 

 

 

国見町乳児等支援給付認定に関する規則 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」と

いう。）第30条の15第２項に規定する乳児等支援給付認定（以下「給付認定」と

いう。）に関して、法、子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）及

び子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（認定申請） 

第２条 法第30条の15第１項の規定による給付認定の申請（以下「認定申請」とい

う。）は、当該認定申請に係る支給対象小学校就学前子ども（法第30条の14に規

定する支給対象小学校就学前子どもをいう。）の保護者（以下「認定申請保護

者」という。）が、乳児等支援給付認定申請書（第１号様式。以下「認定申請

書」という。）により町長に対して行う。 

（認定申請の時期） 

第３条 前条の認定申請は、次条第１項の審査に必要な日数の確保その他の事情か

ら町長が別に定める場合を除き、給付認定を希望する期間の開始する日の14日前

まで（他市区町村から転入をした認定申請保護者が当該転入をした日から給付認

定を希望する場合、当該転入をした日から14日以内）に行わなければならない。

ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合については、この限りでな

い。 



 

（認定申請に係る審査） 

第４条 町長は、認定申請があったときは、当該認定申請に係る審査を行う。 

２ 町長は、前項の審査に必要な書類について、認定申請保護者に提出を求め、ま

た、必要があると認めるときは、実地調査その他の調査を行うことができる。 

３ 町長は、認定申請を受けた日から30日以内に、当該認定申請に対する処分をす

るものとする。ただし、その期間内に当該処分ができないやむを得ない理由があ

るときは、認定申請保護者にその旨及び当該処分になお要する期間を示すことに

より、当該処分に要する期間を延長することができる。 

（給付認定） 

第５条 町長は、前条第１項の審査の結果、給付認定を行う場合は、認定申請保護

者に対し、乳児等支援支給認定証（第２号様式。以下「支給認定証」という。）

を交付する。 

２ 町長は、施行規則第28条の22第２項の規定により特定乳児等通園支援事業者

（法第54条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。）を経

由して認定申請書の提出があったときは、当該特定乳児等通園支援事業者を経由

して支給認定証を交付する。 

（却下） 

第６条 町長は、第４条第１項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当するとき

は、これを却下するものとする。 

(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しない場合 

(2) 認定申請保護者が町内に居住地を有さない場合（法第30条の15第２項ただし

書に該当するときであって、認定申請保護者の現在地が町内であるときを除

く。） 

(3) 認定申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められる場合 

(4) 認定申請書又はその添付書類の内容に不備があり、訂正又は追加書類の提出

その他の補正を依頼したが、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかった場

合 

２ 町長は、前項の規定により認定申請を却下したときは、認定申請保護者に対

し、乳児等支援給付認定申請却下通知書（第３号様式）によりその旨を通知す



 

る。 

（給付認定の変更） 

第７条 給付認定に係る保護者（以下「認定保護者」という。）は、法第30条の16

の規定による当該給付認定の有効期間中において次に掲げる事項の変更が生じた

ときは、速やかに町長に対し、乳児等支援給付認定変更届（第４号様式）により

その旨を届け出なければならない。 

(1) 法第30条の15第３項の内閣府令で定める事項 

(2) 認定申請書及びその添付書類の内容（本項の規定により届出をした事項にあ

っては、直近の当該届出に記載した事項。ただし、前号に掲げる事項及び町長

が認める軽微な事項を除く。） 

(3) その他町長が必要と認める事項 

２ 前項の乳児等支援給付認定変更届には、支給認定証（支給認定証を電磁的記録

により交付された場合及び市長が別に認める場合を除く。）及び変更が生じた事

項とその変更内容を証する書類（町長が公簿等によって確認することができる場

合を除く。）を添付しなければならない。 

３ 町長は、第１項の届出により必要があると認めるときは、当該給付認定の変更

を行う。 

４ 町長は、前項の規定により給付認定の変更を行ったときは、当該認定保護者に

対し、乳児等支援給付認定変更通知書（第５号様式）によりその旨を通知すると

ともに、当該変更に対応した支給認定証を交付する。 

５ 認定保護者は、第１項の届出において、支給認定証の添付が必要であるにもか

かわらず、紛失等により支給認定証を添付しなかった場合、当該届出の後に当該

支給認定証を発見したときは、速やかに町長に提出しなければならない。 

（取消し） 

第８条 町長は、認定保護者が、法第30条の18第１項各号に定める場合のほか、認

定保護者から給付認定の取消しの申出があったときは、当該給付認定を取り消す

ことができる。 

２ 町長は、前項の規定により給付認定の取消しを行うときは、あらかじめ当該認

定保護者に対し取消しの理由について説明するとともに、その意見を聴かなけれ



 

ばならない。ただし、行政手続法（平成５年法律第88号）第２条第１項第４号に

定める不利益処分に該当しない場合又は同法第13条第２項各号に該当する場合を

除く。 

３ 町長は、第１項の規定により給付認定の取消しを行ったときは、当該認定保護

者に対し乳児等支援給付認定取消通知書（第６号様式。以下「取消通知」とい

う。）によりその旨を通知する。 

４ 認定保護者は、前項の取消通知を受けた場合は、当該取消通知を受けた日の翌

日から30日以内に支給認定証（書面で交付された場合に限る。）を町長に返還し

なければならない。 

（支給認定証の再交付） 

第９条 町長は、認定保護者が支給認定証（書面で交付したものに限る。）を破

損、汚損、紛失又は滅失した場合において、乳児等支援支給認定証再交付申請書

（第７号様式）を提出したときは、支給認定証の再交付を行う。 

２ 前項において、支給認定証を破損又は汚損した場合の申請には、同項の申請書

に、当該支給認定証を添付しなければならない。 

３ 認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、紛失した支給認定証を発見し

たときは速やかに返還しなければならない。 

（補足） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 第２条の規定による認定申請及び当該認定申請に伴う第５条の規定による給付

認定その他の行為は、この規則の施行前においてもこれらの規定の例により行う

ことができる。この場合において、当該給付認定は、この規則の施行後は第５条

の給付認定とみなす。 

（経過措置） 



 

３ 町長は、令和７年度国見町乳児等通園支援事業における利用アカウントの通知

を受けた保護者について、職権により当該利用アカウントの通知に係る申請を第

２条の規定による認定申請とみなすことができる。 

第１号様式（第２条関係） 

乳児等支援給付認定申請書 

[別紙参照] 

第２号様式（第５条関係） 

乳児等支援支給認定証 

[別紙参照] 

第３号様式（第６条関係） 

乳児等支援給付認定申請却下通知書 

[別紙参照] 

第４号様式（第７条関係） 

乳児等支援給付認定変更届 

[別紙参照] 

第５号様式（第７条関係） 

乳児等支援給付認定変更通知書 

[別紙参照] 

第６号様式（第８条関係） 

乳児等支援給付認定取消通知書 

[別紙参照] 

第７号様式（第９条関係） 

乳児等支援支給認定証再交付申請書 

[別紙参照] 



第１号様式（第２条関係）

　国見町長

　次のとおり、乳児等支援給付認定について申請します。

生年月日

性 別

生年月日

性 別

乳児等支援給付認定申請書

現　　　住　　　所
（申請者と異なる場合）

〒

（裏面に続く）

個 人 情 報 の
提 供 等 の 同 意

申 請 者
（ 保 護 者 ）

※児童と同居してい
　る方が申請者にな
　ります。

負担軽減の申請

既に認定を受けている児童の有無　※認定期間内の児童に限る。

代理利用者

電 話 番 号

メ ー ル ア ド レ ス

年 　　　月　　 　日

児童との
続　　柄

□　申請者と同じ □　申請者と異なる

フ リ ガ ナ

氏 名

現 住 所

□　有 □　無

総合支援システムの代理利用者 □　有 □　無

年　　　月　　　日

児童との
続　　柄

□　無
転入前の市町村
での利用の有無

□　有

□　乳児等支援給付の認定のため、町が必要な市町村民税及び世帯情報、申請者等の情報（要配慮個人情
　　報含む）等を利用することに同意します。

□　乳児等支援給付の認定のため、町が関係市町村から申請者及び申請児童に係る情報（要配慮個人情報
　　を含む）や制度の利用状況に係る情報を取得することに同意します。

□　申請した内容に変更がある場合には、必要な手続き（乳児等支援給付認定の消滅、変更に関する手続
　　き等）を行うことに同意します。

□　有 □　無

フ リ ガ ナ

氏 名

現 住 所

前 年 １ 月 １ 日 時 点 の 住 所
（ 現 住 所 と 異 な る 場 合 ）

〒

電 話 番 号

メ ー ル ア ド レ ス

本 年 １ 月 １ 日 時 点 の 住 所
（ 現 住 所 と 異 な る 場 合 ）

〒

前 年 １ 月 １ 日 時 点 の 住 所 □　現住所と同じ □　現住所と異なる

〒

本 年 １ 月 １ 日 時 点 の 住 所

年　 　　月  　　日

□　現住所と同じ □　現住所と異なる



フ リ ガ ナ 生年月日

氏 名 性 別

フ リ ガ ナ 生年月日

氏 名 性 別

□ 疾患等（診断名等及び必要となる配慮等）
　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□ 指示書等の添付
□ 食物アレルギー（医師の判断及び指示）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　 生活管理指導表　　□ 添付有り　／　□ 添付無し
□ その他（具体的に記載）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

乳児等支援給付の認定を受けようとする児童

２

年 　　月　 　日

申 請 者
との続柄

現 住 所 □　申請者と同じ □　申請者と異なる

現 住 所
〒

（申請者と異なる場合）

その他配慮すべき事項の有無 □　有 □　無

配慮すべき事項の詳細

障 害 等 の 有 無 □　有 □　無

添 付 書 類
□ 身体障害者手帳　　　　□ 障害児通所給付費等の受給者証
□ 療育手帳　　　　　　　□ 精神障害者保健福祉手帳
□ 特別児童扶養手当　　　□ その他

□ 疾患等（診断名等及び必要となる配慮等）
　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□ 指示書等の添付
□ 食物アレルギー（医師の判断及び指示）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　 生活管理指導表　　□ 添付有り　／　□ 添付無し
□ その他（具体的に記載）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

□　申請者と異なる

現 住 所

障 害 等 の 有 無 □　有 □　無

（申請者と異なる場合）

〒

確 認 を 希 望 す る 児 童 の 数 人

年 　　　月　　 　日

申 請 者
との続柄

１

現 住 所 □　申請者と同じ

添 付 書 類
□ 身体障害者手帳　　　　□ 障害児通所給付費等の受給者証
□ 療育手帳　　　　　　　□ 精神障害者保健福祉手帳
□ 特別児童扶養手当　　　□ その他

その他配慮すべき事項の有無 □　有 □　無

配慮すべき事項の詳細



第２号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

国見町長 

 

乳児等支援支給認定証 

 

 先に申請ありました乳児等支援給付認定について、下記のとおり認定しました。 

 

記 

乳児等支援支給認定証番号  

児 童 氏 名  

児 童 生 年 月 日 ・ 性 別 年   月   日 

保 護 者 住 所  

保 護 者 氏 名  

保 護 者 生 年 月 日 年   月   日 

認 定 の 有 効 期 間 

年  月  日  ～  年  月  日 

 なお、保育所や認定こども園等に入所した場合は、上記期間内であって

も認定が取り消されます。 

 また、保護者の方が町外に転出した場合は、認定が取り消されます。 

交 付 年 月 日 年   月   日 
 

障 害 児 加 算  

医 療 的 ケ ア 児 加 算  

要支援家庭のこども加算  

負 担 軽 減 加 算  

負担軽減加算適用開始日 年   月   日 

 
注１ 給付認定の有効期間内であっても、認定を変更し、又は取り消すことがあります。 
注２ 支給認定証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 
（教示） 
１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、国見町長に対して審査請求をすることができます。なお、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の
翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたとき
は、当該審査請求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、国見町を被告として（訴訟において国見町を代表する者は、国見
町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の
翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなく
なります。 



第３号様式（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

国見町長 

 

乳児等支援給付認定申請却下通知書 

 

    年   月   日付けで申請ありました乳児等支援給付認定申請について

は、下記のとおり却下しましたので、通知します。 

 

記 

児  童  氏  名  

却  下  理  由  

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に、国見町長に対して審査請求をすることができます。なお、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分

の日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなりま

す。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたとき

は、当該審査請求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に、国見町を被告として（訴訟において国見町を代表する者は、

国見町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処

分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 



第４号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 国見町長 

届出者氏名 

 

乳児等支援給付認定変更届 

 

 下記のとおり乳児等支援給付認定の変更について届出します。 

 

記 

フリガナ  生年月日 年    月    日 

保護者名 
 住  所  

電話番号  

ログインＩＤ（メールアドレス）  

 

１ 

フリガナ  

生年月日 年  月  日 
児童氏名 

 

２ 

フリガナ  

生年月日 年  月  日 
児童氏名 

 

 

 以下に、変更箇所と内容を記載します。 

変更箇所 □ 氏    □ 住所   □ 電話番号   □ その他 

変更内容 

  □ 変更前の氏   （                  ） 

  □ 変更後の住所  （                  ） 

  □ 変更前の電話番号（                  ） 

  □ その他変更事項 （                  ） 

 

変更理由   □ 婚姻等  □ 引越し  □ その他（          ） 

 



第５号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

国見町長 

 

乳児等支援給付認定変更通知書 

 乳児等支援給付に係る認定について、下記のとおり給付認定内容を変更しましたので、

通知します。 

記 

乳児等支援支給認定証番号  

児 童 氏 名  

変 更 箇 所  

変 更 内 容 

 

変 更 理 由 

 

 

注１ 給付認定の有効期間内であっても、認定を変更し、又は取り消すことがあります。 

注２ 支給認定証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 

注３ 変更前の支給認定証は、この通知を受けた日の翌日から３０日以内に町に返却して

ください。 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内に、国見町長に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があ

ったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたときは、

当該審査請求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起算して６

箇月以内に、国見町を被告として（訴訟において国見町を代表する者は、国見町長とな

ります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



第６号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

国見町長 

 

乳児等支援給付認定取消通知書 

 乳児等支援給付認定について、子ども・子育て支援法第３０条の１８の規定により、下

記のとおり取り消しましたので、通知します。 

記 

乳児等支援支給認定証番号  

児 童 氏 名  

取 消 年 月 日 年   月   日 

取 消 理 由  

※支給認定証は、この通知を受けた日の翌日から３０日以内に町に返却ください。 

 

（教示） 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内に、国見町長に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があ

ったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分（この処分について上記１の審査請求をしたとき

は、当該審査請求に対する裁決。以下同じ。）があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に、国見町を被告として（訴訟において国見町を代表する者は、

国見町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処

分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 



第７号様式（第９条関係） 

年  月  日 

 国見町長 

 

乳児等支援支給認定証再交付申請書 

 

１ 認定保護者 

フリガナ  生年月日 年    月    日 

保護者名 
 住  所  

電話番号  

ログインＩＤ（メールアドレス）  

 

２ 支給認定証の再交付を希望する認定児童 

１ 

フリガナ  

生年月日 年  月  日 
児童氏名 

 

２ 

フリガナ  

生年月日 年  月  日 
児童氏名 

 

 

３ 申請理由 

□ 破損      □ 汚損      □ 紛失      □ 滅失 

※破損又は汚損の場合、支給認定証を添付してください。 

 

 


